
文化財（遺跡、天然記念物、史跡）の範囲内での手続きの流れ

開発予定地における文化財の所在の有無確認

周知の遺跡の範囲内 天然記念物や史跡など
周知の遺跡以外の文化財に該当

範囲外

現状変更の届出などの手続きが必
要な場合がありますので、桑名市
と協議してください

建築・工事施工可

工事中に文化財を発見し
たら桑名市へ連絡してく
ださい

文化財保護法93条第１項にもとづく
埋蔵文化財発掘の届出

・県教育委員会宛、提出は市の窓口へ
・工事着手 60日前までに１部提出
・提出にあたって届出受付票および以下の図面を添付してください
　　位置図、敷地配置図、基礎図面（平面図・断面図）、造成図面（平面図・断面図）、
　　外構図面（位置図・平面図・断面図）、浄化槽図面など】
・届出とあわせて土地所有者の承諾書をご提出ください

届出に先行して事前協議や回答文書
の発行を希望する場合 「文化財の所在の有無及び取り扱いについての照会」提出

桑名市が三重県へ進達

三重県から通知 ・届出後、概ね１ヶ月程度を要します
・通知文書は市から届出者（または事務担当者）へ発送します
・遺跡の取り扱いに関する指示事項（発掘調査、立会調査、慎重工事のいずれか）が記されます

※周知の遺跡に
　隣接する場合など

届出は不要ですが、
調査へのご協力を
お願いする場合が
あります

慎重工事 発掘調査

工事中に埋蔵文化財がみつ
かる可能性があるため、
慎重に工事を行ってくださ
い。文化財が発見された場
合は、速やかに桑名市に報
告してください。

（費用負担なし）

指
示
事
項

掘削工事時に市調査員
が立ち会い、埋蔵文化
財の有無の確認や記録
作業などを行います

（費用負担なし）

立会調査

確認調査
（試掘調査）

遺構等
なし

遺構等
あり

遺跡保存の協議

設計変更

現状保存

本発掘調査

建築・工事　施行可

※発掘調査にかかる費用は原則
　として事業主の負担となりま
　す。ただし、個人の専用住宅
　の場合は市が負担します。

（立会調査）
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・文化財の所在の有無は、「桑名市埋蔵文化財包蔵地情報地図」（http://bunka.city.kuwana.mie.jp/html/gis）、
　Logo フォーム（https://logoform.jp/form/XAEm/1016951）、窓口などでご確認いただけます。
・詳しい手続き方法や届出の書式等は下記（市 HP 内）をご参照ください。
　　https://www.city.kuwana.lg.jp/brand/bunka/rekishibunkazai/2-483-036-234-406.html

お問い合わせ先
桑名市役所 産業振興部
観光課 文化振興係
TEL0594-24-1361

・市へ１部提出
・位置図、工事図面を添付してください
　（可能な範囲で結構です）

※工事のスケジュールに
　合わせて調査を実施し
　ます。工事日が決定次
　第、観光課までお知ら
　せください。
※複数の工事が重なった
　場合、日程調整をお願
　いする場合があります。

※確認調査の結果をもとに
　事前協議を行い、調査を
　実施します。


